
議案第50号 

 

逗子市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例の制定について 

 

 逗子市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例を次のように制定する。 

 

  令和７年11月28日提出 

 

逗子市長 桐ケ谷  覚  

 

逗子市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成14年法

律第1 5 1号。以下「法」という。）の趣旨にのっとり、情報通信技術を活用した行政の

推進について、その基本原則、情報システムの整備及び情報通信技術を利用する方法

により手続等を行うために必要となる事項を定めることにより、手続等に係る市民等

の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図り、もって市民生活の向上に

寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

⑴ 条例等 逗子市（以下「市」という。）の条例及び規則（議長の定める規程及び

地方自治法（昭和22年法律第67号）第1 3 8条の４第２項に規定する規程を含む。以

下同じ。）並びに同法第2 5 2条の17の２第１項又は地方教育行政の組織及び運営に

関する法律（昭和31年法律第1 6 2号）第55条第１項の規定により市が処理すること

とされた事務について規定する神奈川県の条例及び規則をいう。 

⑵ 市の機関等 次のいずれかに該当するものをいう。 

ア 市長その他の執行機関その他法律の規定に基づき市に置かれる機関若しくはこ

れらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令（法律及び法律に基づ



く命令（告示を含む。）をいう。）若しくは条例等により独立して権限を行使する

ことを認められた職員 

イ アに掲げるもののほか、手続等に関する権限を有するもの 

⑶ 民間事業者 個人又は法人その他の団体であって、事業を行うもの（行政機関等

（法第３条第２号に規定する行政機関等をいう。以下同じ。）を除く。）をいう。 

⑷ 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形そ

の他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物

をいう。 

⑸ 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載する

ことをいう。 

⑹ 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが

できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供される

ものをいう。 

⑺ 申請等 条例等の規定に基づく申請、届出その他の市の機関等に対して行われる

通知をいう。この場合において、経由機関（条例等の規定に基づき他の行政機関等

又は民間事業者を経由して行われる申請等における当該他の行政機関等又は民間事

業者をいう。以下この号において同じ。）があるときは、当該申請等については、

当該申請等をする者から経由機関に対して行われるもの及び経由機関から他の経由

機関又は当該申請等を受ける市の機関等に対して行われるものごとに、それぞれ別

の申請等とみなして、この条例の規定を適用する。 

⑻ 処分通知等 処分（行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。）の

通知その他の条例等の規定に基づき市の機関等が行う通知（不特定の者に対して行

うものを除く。）をいう。この場合において、経由機関（条例等の規定に基づき他

の行政機関等又は民間事業者を経由して行う処分通知等における当該他の行政機関

等又は民間事業者をいう。以下この号において同じ。）があるときは、当該処分通

知等については、当該処分通知等を行う市の機関等が経由機関に対して行うもの及

び経由機関が他の経由機関又は当該処分通知等を受ける者に対して行うものごと

に、それぞれ別の処分通知等とみなして、この条例の規定を適用する。 

⑼ 縦覧等 条例等の規定に基づき市の機関等が書面等又は電磁的記録に記録されて

いる事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。 



⑽ 作成等 条例等の規定に基づき市の機関等が書面等又は電磁的記録を作成し、又

は保存することをいう。 

⑾ 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。 

（基本原則） 

第３条 市における情報通信技術を活用した行政の推進は、法第２条の規定の趣旨を踏

まえ、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。 

⑴ 手続等並びにこれに関連する市の機関等の事務及び民間事業者の業務の処理に係

る一連の行程が情報通信技術を利用して行われるようにすることにより、手続等に

係る時間、場所その他の制約を除去するとともに、当該事務及び業務の自動化及び

共通化を図り、もって手続等が利用しやすい方法により迅速かつ的確に行われるよ

うにすること。 

⑵ 民間事業者その他の者から市の機関等に提供された情報については、市の機関等

及び行政機関等が相互に連携して情報システムを利用した当該情報の共有を図るこ

とにより、当該情報と同一の内容の情報の提供を要しないものとすること。 

⑶ 社会生活又は事業活動に伴い同一の機会に通常必要とされる多数の手続等（これ

らの手続等に関連して民間事業者に対して行われ、又は民間事業者が行う通知を含

む。以下この号において同じ。）について、市の機関等及び民間事業者が相互に連

携することにより、情報通信技術を利用して当該手続等を一括して行うことができ

るようにすること。 

（情報システムの整備等） 

第４条 市の機関等は、情報通信技術を利用して行われる手続等に係る当該行政機関等

の情報システムの整備その他の情報通信技術を活用した行政の推進を図るために必要

な施策を講ずるよう努めなければならない。 

２ 市の機関等は、情報システムの整備に当たっては、当該情報システムの安全性及び

信頼性を確保するために必要な措置を講じなければならない。 

３ 市の機関等は、情報システムの整備に当たっては、これと併せて、当該情報システ

ムを利用して行われる手続等及びこれに関連する行政機関等の事務についての簡素化

又は合理化その他の見直しを行うよう努めなければならない。 

（電子情報処理組織による申請等） 

第５条 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において書面等により行う



ことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわ

らず、規則で定めるところにより、電子情報処理組織（市の機関等の使用に係る電子

計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）とその手続等の相手方の使用に係る電子計算

機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を使用する方法

により行うことができる。 

２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申

請等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該

条例等その他の当該申請等に関する条例等の規定を適用する。 

３ 第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を

受ける市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時

に当該市の機関等に到達したものとみなす。 

４ 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規

定されているものを第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、

当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用し

た個人番号カード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律（平成25年法律第27号）第２条第７項に規定する個人番号カードをいう。以

下同じ。）の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるも

のをもって代えることができる。 

５ 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において手数料の納付の方法が

規定されているものを第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、

当該手数料の納付については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を

使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則で定めるものをもっ

てすることができる。 

６ 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請等に

係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請

等のうちに第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著し

く不適当と認められる部分がある場合として規則で定める場合には、規則で定めると

ころにより、当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。

この場合において、第２項中「行われた申請等」とあるのは、「行われた申請等（第６

項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第５項までにおい



て同じ。）」とする。 

（電子情報処理組織による処分通知等） 

第６条 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において書面等に

より行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定

にかかわらず、規則で定めるところにより、電子情報処理組織を使用する方法により

行うことができる。ただし、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使

用する方法により受ける旨の規則で定める方式による表示をする場合に限る。 

２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等については、当

該処分通知等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなし

て、当該条例等その他の当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。 

３ 第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は、当該処分

通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時

に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。 

４ 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において署名等をする

ことが規定されているものを第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場

合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明

らかにする措置であって規則で定めるものをもって代えることができる。 

５ 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、処

分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その他

の当該処分通知等のうちに第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行うこと

が困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として規則で定める場合には、

規則で定めるところにより、当該処分通知等のうち当該部分以外の部分につき、前各

項の規定を適用する。この場合において、第２項中「行われた処分通知等」とあるの

は、「行われた処分通知等（第５項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以

下この項から第４項までにおいて同じ。）」とする。 

（電磁的記録による縦覧等） 

第７条 縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定において書面等により行う

ことが規定されているもの（申請等に基づくものを除く。）については、当該条例等の

規定にかかわらず、規則で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録

されている事項又は当該事項を記載した書類により行うことができる。 



２ 前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧等については、

当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、

当該条例等その他の当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。 

（電磁的記録による作成等） 

第８条 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において書面等により行う

ことが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定め

るところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 

２ 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する他の条例

等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該作成

等に関する条例等の規定を適用する。 

３ 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規

定されているものを第１項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、

当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定

めるものをもって代えることができる。 

（適用除外） 

第９条 次の各号に掲げる手続等については、当該各号に定める規定は、適用しない。 

⑴ 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必

要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要

があることその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その

他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして規則で定

めるもの 第５条から前条までの規定 

⑵ 申請等及び処分通知等のうち当該申請等又は処分通知等に関する他の条例等の規

定において電子情報処理組織を使用する方法により行うことが規定されているもの

（第５条第１項又は第６条第１項の規定に基づき行うことが規定されているものを

除く。） 第５条及び第６条の規定 

⑶ 縦覧等及び作成等のうち当該縦覧等又は作成等に関する他の条例等の規定におい

て情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されているもの（第７条第１

項又は前条第１項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く。） 第７

条及び前条の規定 

（添付書面等の省略） 



第10条 申請等をする者に係る住民票の写し、戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本、

登記事項証明書その他の規則で定める書面等であって当該申請等に関する他の条例等

の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当

該条例等の規定にかかわらず、市の機関等が、当該申請等をする者が行う電子情報処

理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分に応

じ規則で定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等

により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添

付することを要しない。 

（情報通信技術の進展への対応） 

第11条 市の機関等は、情報通信技術の進展の状況を踏まえ、条例等に基づく手続並び

にこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理において、市民の利

便性の向上及び行政運営の改善を図る観点から情報通信技術を効果的に活用すること

ができるようにするため、必要な施策を講じるものとする。 

（情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表） 

第12条 市長は、少なくとも毎年度１回、電子情報処理組織を使用する方法により行う

ことができる市の機関等に係る申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情

報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その

他の方法により公表するものとする。 

（委任） 

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年１月１日から施行する。 

（逗子市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の廃止） 

２ 逗子市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成17年逗子市条

例第14号。以下「旧条例」という。）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ 第５条及び第６条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる申請等（第２条第

７号に規定する申請等をいう。）又は処分通知等（第２条第８号に規定する処分通知等



をいう。）について適用し、同日前に行われた電子情報処理組織による申請等（旧条例

第２条第６号に規定する申請等をいう。）又は処分通知等（旧条例第２条第７号に規定

する処分通知等をいう。）については、なお従前の例による。 

４ この条例の施行の際現に旧条例第５条又は第６条の規定により行われている縦覧等

又は作成等については、第７条又は第８条の規定により行われている縦覧等又は作成

等とみなして、これらの規定を適用する。 

 

（提案理由） 

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成 14 年法律第 151 号）の趣旨

にのっとり、情報通信技術を活用した行政の推進について、その基本原則、情報システ

ムの整備及び情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を

定めるに当たり、制定の要あるため提案する。 

 


